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－1－ 

 セ ン タ ー の  
 

 

(1)  

   センターは、 ・ 部 の ( )の 積 に し、 

ー ライ ー ンの理 に の す の に り、

施設 は し く 一体 に 備 し 。 

センターは、 の の 施設 し 、 の医 、福祉、 等関 機関

図る で、 の （ ）の 積 に する に、 福祉

相談、 研修・ 座の実施等、 福祉 ービス し す。 

 

(2)  

  センター の の 設 での は の りです。 

  3  2 に 、 ・ 部 に、 の の 福祉 、

に る福祉 の 点 る福祉施設の 備 する。 事が  

  3  6 で、 本 定の の福祉 ー 、 の実 、 福祉資 等に

の 本調査 上 

 受 、 本調査 ( ) 本 に する に、 内関 に る検   

設置し、 本 検 （ 5 ） 

  4 、 本調査 本 の 定  

  5 、 内検 の設置（検  3 ）、 検 設置（検  4 ） 

する で 本コンセプト、 点施設の機能、入所施設の ・ 、 ・ 施設等 の  

、 医 機関等 の の 、 所の 定 等に 検 し、 示 

  6  2 に 、 設 は 字 の に し する   

事が  

  6 に 本実施設 料、 調査 料 上 

※  6  7 り、 響調査、 、 調査 実施 

  7  3  16   工  

  8  3      工 

  8  4      （ センター、は し 、 く ） 

 

1



 

2  

 (3)  

 富士ふれあいの村 

    地  富士 6663-1 

    地   119,000  

    施 設   ・ 富士ふれあい ン  

            ・ ふ 支援学  

            ・(福) 社会福祉事業  障害者支援施設 はまなし H17.4.1

事業  

           ・富士・ 部小 ビ ン 療 H27.4.2 設  

 

 

 

 富士ふれあい ン  

      ン ト  

 1,398.46    1,666.07  

    事   5  972  7  

    施    7  3  8  3  

        8  4  1  

 

2  

 (3)  

 富士ふれあいの村 

    地  富士 6663-1 

    地   119,000  

    施 設   ・ 富士ふれあい ン  

            ・ ふ 支援学  

            ・(福) 社会福祉事業  障害者支援施設 はまなし H17.4.1

事業  

           ・富士・ 部小 ビ ン 療 H27.4.2 設  

 

 

 

 富士ふれあい ン  

      ン ト  

 1,398.46    1,666.07  

    事   5  972  7  

    施    7  3  8  3  

        8  4  1  

運 動 場

富士ふれあい
センター ふじざくら

支援学校

山 梨 赤 十 字 病 院

障害者支援施設
はまなし寮

富士・東部小児
リハビリテーシ
ョン診療所



施　設　名 床 面 積 設　 備　 内　 容（ 用　途 ）

　車イス・介護ベッド等の福祉機器・福祉用具等の展示
　管内福祉施設に関する資料の掲示等

　点字図書・大活字本・字幕入りビデオテープ・カセットブック・

　一般図書の貸出し

　点字ワープロ、拡大図書器、ビデオ付きテレビ、テープレコーダー

研 修 室 90 　㎡ 　（一体使用が可能）
　机使用30～100人分、イスのみ120人分

大 研 修 室 162 　㎡ 
　音響装置、スライド映写機、OHP、ビデオプロジェクター

　上下可動型台所装置2台、電磁調理器、オーブンレンジ、炊飯器等
　の調理用器具
　電気陶芸窯、ろくろ等の陶芸用具
　卓上織物機、革細工用具
　昇降テーブル3台

　畳部分10畳（茶室兼用）、座卓、水屋、茶道具
　昇降テーブル2台

更 衣 室 12.5 ㎡ 　ロッカー

医 務 室 15　 ㎡ 

相 談 室 19.8 ㎡ 　（相談・検査）

所 長 室 19.8 ㎡ 

事 務 室 48 　㎡ 　一般事務（相談・判定受付、施設利用受付）

○　施 設 内 容

展 示 室 90 　㎡ 

図 書 室 63 　㎡ 

第 1 実 習 室 　54 　㎡ 

第 2 実 習 室 　54 　㎡ 

機能訓練室 　75 　㎡ 

　※ 太線内は、利用可能（貸出）施設です。

（ 第 １ 実 習 室 ）　　　　　　　        　　　　　（ 第 ２ 実 習 室 ）

－3－

（ 第 １ 実 習 室 ） （ 第 ２ 実 習 室 ）



 

4  

 富士ふれあい ン 施設 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  

 

・ ・福  

・ の  
     図書室の  

人    施設 の ・  

施設 地内の  

 

       

発達障害 者 関 相談 
相談・判定・福祉 の  

障害 (者)地域療育等支援事業の実施 
ふれあい     地域福祉講座・文化教養講座の  

人    富士ふれあいの村まつりの  

支援・療育 関 講習会の  

・ の発  

 

 

 



 

5  

 内 の  
 

(1)  

 ン は、富士・ 部地域 12 村 富士 、 、 、 、

村、 村 を 内としていま 。 

 内の は、1,309.34 の29.3 を 、 数は70,942 20.9%、人 は、172,227

人 21.3%を ていま 。 2 4 1  

 内は富士 地域と 部地域の二つの地域 なり、富士 地域は、 の 部 位 し、

富士 を とした まれ、神 ・ した地域 、 富士 、

、 な を し、富士 、 富士 な の

れていま 。また、 地域は、 文化 あ 富士 富士 れ

数の 地 あり、 の れま 。 

部地域は、 の 部 位 し、 200 の 2,000 達 を つ 地

て り、 ・神 ・ した地域 、 、 、 、

り していま 。 地域は の 業者 、 部 いては、

の 出 り、 化とと 化 い 地域 。 

 内の 体障害者 者数は 6,594人、療育 者数は 1,514人、精神障害者 福祉

者数は1,342人 。 2 3 31  

  



( )

(%) (%)

富 士  121.83 18,629 0.4 22,838 24,017 46,855  1

 161.58 13,505 0.5 14,638 15,682 30,320  1

 280.30 9,524  11,094 11,714 22,808  

 170.65 9,624 0.4 11,412 11,376 22,788  1

村   79.57 591 0.2 802 786 1,588  

  15.18 1,489  1,966 2,094 4,060  1

村   25.15 3,583 3.3 5,085 4,092 9,177 0.3

村   52.81 1,951 2.2 2,536 2,591 5,127  

村   89.56 1,084 1.1 1,420 1,490 2,910  

富士   158.51 10,366 2.9 12,408 12,998 25,406 0.5

小 村   52.65 324 0.6 349 337 686 0.3

村  101.55 272  261 241 502  

内 計 1,309.34 70,942 0.8 84,809 87,418 172,227  1

4,465.37 339,523 0.8 395,206 411,528 806,734  

(

人

     

村  

人     

数  数
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( )
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1
0

8
5

3
,
2
5
1

1
,
2
1
0

6
3
3

1
3
4

3
0
6

3
2
0

6
,
5
9
4

　
障
害

つ
い
て
は
、

し
て
い
ま

。

障
害

単
位
：
人

小
村

視
覚

富
士

合
計

内
計村 村

村

村村 村

富
士

小
聴
覚

・
言

・
そ
し

肢
体

・

(
)

状
況



( ) 状況

　　 　

　   村 1 1

富 士 47 42 91 8 119 100 83 324 407

17 23 43 4 82 75 34 210 244

17 32 61 4 72 70 30 226 256

21 32 37 6 50 64 32 178 210

村 0 1 5 0 3 1 0 10 10

2 5 11 1 18 8 8 37 45

村 4 6 8 1 16 20 17 38 55

村 7 4 9 1 7 11 3 36 39

村 2 4 7 0 6 6 2 23 25

富 士 18 31 44 4 48 64 67 142 209

小 村 2 0 2 0 3 0 1 6 7

村 0 3 0 0 1 3 1 6 7

内 計 137 183 318 29 425 422 278 1,236 1,514

単位：人

( ) 状況

村

富 士

村

村

村

村

富 士

小 村

村

内 計

障 害

合    計

1

1

数

   9

   

   9

   19

    

    

1,342

    11

    

    

    

    

   1

－８－

( ) 状況

( ) 状況
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 業 の  

(1)   

障害福祉相談 

   カ 、 士 、富士・ 部地域を として、障害 者 、

家族、関係者等の 相談 ま 。 

障害福祉相談 数  

        その他 等  合   計  

     

            ※障害 者 地域療育等支援事業 相談は 。 

ことばの療育相談 

   言 ついて を てい 者とその家族 して 家 相談 を い、家

の 等の療育相談 の を援 しま 。 

  ことばの療育相談 数  

数         

        相談 数   

 

相談・判定 障害者相談  

として富士・ 部地域の 体障害者 18 の 知的障害者 18 の療

育 の相談・判定を、障害者相談 の あ 福祉 と 判定 いま 。また、富

士ふれあい ン 内 な 、 内 地 の 判定 いま 。 

体障害者関係  

 相談内  

       計  

               

 判定内  

       計       

        

知的障害者関係  

 相談内  

       計  

 療育     

 判定内  

       計  

 

 

 

学判定      

判定    

合  計    

 

発達定例相談 ここ の発達 合支援 ン  

   として富士 地域の の の 発達障害 人ま

の相談 ていま 。 

 内  

       計  

 相  談       

9
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(2)  

 

  的 

  の障害 者 の地域 を支 た 、療育、相談、福祉 関 発等を実施 とと

、地域 の療育、支援体 を し、福祉の を図 ことを 的としま 。 

 

   

  の知的障害 者 、 体障害 、発達障害 とその家族、福祉施設 育 、障害 施設

等の 、関係者 

 

 実施 体 地域 

    実施 体・・・富士ふれあい ン 事業の   

    地  域・・・富士 地域 村  

し、 施設として富士・ 部 域 村  

 

 事業内  

支援 療育等 事業 

 相談 

     1) 相談 福祉 、 学療 士、言 聴覚士、 業療 士等 を し、相談・

を 障害 者 の家 、 は、地域を して 相談・

を いま 。 

     2) 発達支援 

       と して、 判定 相談 の発達支援を いま 。 

  

療 関等 を こと な知的障害 者 等の家 を、 ・  

   等 し 相談を いま 。 

支援 療育等 事業 

の障害 者 者 し、 の 、 学療 士、 業療 士、言 聴覚士

等 家 相談・ を いま 。 

施設支援一般 事業 

障害 事業 障害 育 、障害 教育等を 育 ・学 ・福祉施設等の

療育 関 を いま 。 

 研修会の実施         

              

 

 

1
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地域 支援事業 

 相談支援事業 

ン 福祉を デ を し、 障害 者 と

その家族 して家 、 等 相談 ま 。 

村の 相談支援事業の 域的な 、 事例等 ついては、 して し

ま 。 

 ン 育  

        学 をは 一般の を 、障害 障害 者 の を 、 ン の

関 を 、障害 者 の地域 を支援 ン の養 を図 ことを 的と

して、講習会等の 、 を いま 。 

 の発  

地域療育等支援事業 関 を、関係 関をは 地域療育 者等 知し、療育

関 を た 、 「ふれあい り」を発 しま 。 

   地域 発  

    障害福祉関係者をは 一般の を 、障害 障害 者 の を 、障害 者

い社会を ことを 的として、障害福祉等 関 研修等を実施しま 。 

 地域障害者 支援 会の支援 

富士・ 部 域の 施設として、富士 域障害者 支援 会 村 をは

、 内の地域障害者 支援 会 し、 者、施設事業 村 等関係

関と して、障害福祉の ついて し、 て り ま 。 

11



障害 者 地域療育等支援事業実施

・ 数 人　数 合　　計

人
　

人

人

人
人

施設等 育 、施設等 人
人

相談
人

人

 家 等
人

人

ン 育 人

地域 発
地域 発

のた の研修会を
人

人

の発
　「ふれあい り」

合　　　計 人

人

地

　
域

　

　

　
支

　
援

　
事

　
業

施
設
支
援
一
般

事
業

支
援

療
育
等

事
業

支

援

療

育

等

事

業

相談援 事業 相談
人

人

人学療 関 相談

( 数
発 は ま )

研修会
施設支援一般 事業療育関係者
研修会

人

※ 　　 内は実人数

　     　　

相談

業療 関 相談

ことばの療育相談関 相談

1

障害 者 地域療育等支援事業実施

1
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(3)  

  文化教養講座 

     障害者の の の ・地域 な の として、教室を しま 。 教室と 、

それ れの 者 合 た しな いま 。 

 

教室  者  数 講者 内       

   

障害者  

    者 

一般( ) 

5/10 

  2/28 
11  89人 

カ な 実 的な の・ を

小 な を 、 の

を し な 学 。 

   

障害者  

    者 

一般( ) 

5/15 

  2/12 
11  131 人 

の を い、 単 れ の

等を 。 者 士 して

を 。 

   

障害者  

    者 

一般( ) 

5/8 

  2/19 
12  90人 

を を し、な

な の の

の を実施 家 。 

教室 

障害者  

    者 

一般( ) 

8/2 1  10人 

等を れて オ

した ウ を

た。 

   

障害者  

    者 

一般( ) 

6/25 

12/16 
2  32人 

6 は 、12 はオ

ントを した。 

て  

教  室 

障害者  

    者 

一般( ) 

10/8 

2/3 
2  49人 

の の ・ し を しな

、7 は 、2 は の

な を した。 

合      計 39  401人  

 

1
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  富士ふれあいの村まつり 

     地域 事業の な として位 、富士・ 部地域の障害 (者)の と地域 の

い、ふれあ として しま 。 

 

事   業           者 内        

第  

富士ふれあいの村まつり 
9 14 ( )  1,300人 

・ 、 、

ト、 会 

    

 
 

・ の  

 

  富士ふれあいの村 り 

  富士ふれあいの村 りの発  

 
内                者 

第  

 富士 の 障 いのあ と  

 はまなし  

 しい の まり  

 の 療 を て  

 障害者 の と の て 

 富士ふれあいの村 の  

・富士ふれあい ン    

・はまなし    

・ふ 支援学   人 

・富士・ 部 ビ ン 療  小   

・ 富士  業   

 

 

演技・演奏の様子

1
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(4)  

  地域福祉講座 

     障害者の を 、障害者 い社会を ことを 的とし、福祉 関 な   

を りあ 、講 を 、学習 の として しま 。 

 

講  座      講者 内   

「 の と支援」 地域 の を支 た  

<講 > 

相談・支援 ン   

相談・支援     

富士・ 部 福祉事  支援   

    

 

6 1  

     

計51人 

村 、福祉関係

者、障害者とその家族等

の な を とし

た講 会 

 
「 ・ こ りと 合 」 

な た の の ン  

<講 > 

オ ・  

    

 

10 28  

     

 

  ・ 講習会 

     障害 しい知 を養 ことと、障害のあ の と社会 を た 、

講習会 講習会を しま 。 

 

講  座      
数 

 

講者 

 
内   

講習会  

<講 > 

・ 聴覚障害者 会  

小    

・ 定 者  

   

 

   7 29  

8 5  

8 19  

3  な

 

聴覚 障害のあ ついて

し、 の 関 を

、 的な を学習 

講習会  

<講 > 

・ い  

     

2  

3 2  

3 9  

3 23  

3  

ウ

の

た  

視覚 障害のあ 、

ついて し、 を学

習 

1
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ン講習会

     障害者の と社会 を た 、社会福祉研修事業の一 として しま 。

障害者 ン講習会」は、障害者の 体的・精神的な の を図 とと 、

た ン の ついて、 を ていた た しま 。

講  座  講者 内  

ン講習会

<講 > 

・福祉 ン研 会

  

  7 10
 9人

「 な を て

ト り 座位 出

ビ 体 」

：施設 、社会福

祉 会 な

ン講習会

<講 > 

・ 研

療 士

2

3 13

ウ

の

た

「 療 な 」

：障害のあ 、施

設 な

ン講習会

レクリエーション講習会

1
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 支援・療育研修会 

障害 者 した を れ 、社会 を の を つ た の講習

会を いま 。また、障害 者 発達の な の 者 関係者 な関 り

を学 た の講習会を いま 。 

 

 講者 講 ・内  

8 19

10:00 12:00 
2  

「発達障 いのあ 人の と の社会 て」 

 

講 ：ここ の ト ン ト まなし 

       士    

8 19

10:00 15:00 
2  

 

「 事 ついて学 、体 し 」 

業講座 「 事 ついて学 」 

「 業 ・ 業 」 

講 ：障 い者 業・ 支援 ン あり  

        支援 カ     

講 ：ここ の ト ン ト まなし 

        発達支援 者 小    

 

業体 「 り」「 の 業」 

講 ：ふ 支援学 教 、富士ふれあい ン

 

 

11 27

12   4  

12 25  

15:00 17:00 

12  

4  

「小学 発達療育 者 」 

 

講 ：ここ の ト ン ト まなし 

       士    

11 27

12   4  

12 25  

15:00 17:00 

12  

4  

「小学 発達療育 」 

 

講 ：ここ の ト ン ト まなし 

       発達支援 者 小    

 

1
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 (5)  

 

 図書貸出し 

    図書室 は、一般図書の他、視聴覚障害者のた の カ ト、 、 、聴覚障

害者 の りビデオの 、貸出しを いま 。 

 

    書等の数 

 

 一 般 図 書  

  

                                     

                        

                     

 

 カ ト                                

                       

 りビデオ  ・          

 

                                   図 書 室 

 

  福祉 等の  

    室 は、 、 、 等の福祉 、 を して り、

者、相談者、視 者の 等、 なた 見学していた いていま 。 

( )

図　書　室

1



(6)令和元年度利用状況

肢体 視覚 聴言 内部 知的 発達 精神 重複 その他 小計 家族等
関係者
一般等

小計 計

4 0 0 0 50 138 6 0 92 290 283 44 327 617

3 0 0 0 88 26 0 14 147 278 309 10 319 597

62 0 0 0 184 0 0 0 0 246 0 0 0 246

0 0 0 0 0 72 0 36 54 162 194 12 206 368

3 0 0 0 28 92 0 3 100 226 2 212 214 440

45 2 0 0 176 0 23 29 1 276 88 37 125 401

0 0 0 0 4 12 1 1 0 18 21 49 70 88

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 46 0 0 4 56 156 43 936 979 1,135

0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 33 33 50

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 51 51 52

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17

168 2 0 0 593 340 30 87 450 1,670 940 1,401 2,341 4,011

1,300

5,311

富士ふれあい
の村まつり

合     計

発達定例相談

第二実習室

　　　　　※「相談・判定事業」は、家族等のカウントはしていない。

図書貸出事業

研  修  室

(単位：人)

障害福祉相談

文化教養講座

社会福祉研修事業

施設見学

ことばの療育相談

相談・判定

地域療育等
支援事業

      　　※「富士ふれあいの村まつり」は、障害者と一般を合計した数。

ビデオ貸出事業

第一実習室

計

- 19 -

(6) 令和元年度利用状況
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山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例 
                                                         年条例第47号  
 

設置  

第 条 者と地 住 との の場を提供するとともに、 者の の のための相談、

に関する情報の提供等を行い、もって 者の 立と 会経 への を するため、富士ふ

れあいセンターを設置する。 

 

名称及び 置  

第 条 富士ふれあいセンターの名称及び 置は、次のとおりとする。 

名称 山梨県立富士ふれあいセンター 

置 富士  

 

事  

第 条 山梨県立富士ふれあいセンター( センター という。)は、次に る事 を行う。 

 者の の のための相談を行うこと。 

 者の に関する情報の提供、 の展示及び図書等の しを行うこと。 

 者の を する人 を するための研修等の に関すること。 

 号に るものの か、センターの設置の目的を するために な事  

 

職員  

第 条 センターに、所 その の職員を置く。 

 

利用の許可等  

第 条 センターの研修室又は実習室を利用しようとする者は、あらか め知事の許可を受けなけれ

ならない。 

 知事は、センターの研修室又は実習室の利用が暴力団員による 当な行 の 等に関する (

年 第77号)第 条第 号に規定する暴力団(第 条第 号において に 暴力団 という。)

の利益となると認められると は、 項の許可をしないことがで る。 

 

日  

第 条 センターの 日は、次に るとおりとする。 

 日 日及び 日 

 の 日に関する ( 23年 第178号)に規定する 日 

 12月29日から 年 月 日まで 

 その 知事が と認める日 

 項の規定にかか ら 、知事は、 に があると認めると は、 項の 日を すること

がで る。 

 

利用の  

第 条 知事は、センターを利用する者が次の 号のい れかに 当すると は、第 条第 項の許可

を取り消し、又は利用を し、 しくは することがで る。 

 を すおそれがあると 。 

 施設又は設 を するおそれがあると 。 
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 号に る場合の か、管理 があると認められると 。 

 その利用が暴力団の利益となると認められると (センターの研修室又は実習室の利用に係るも

のに る。)。 

 

警察 への情報提供  

第 条 知事は、次に る場合においては、第 条第 項の許可を受けようとする者又は受けた者(当

者が 人である場合には、その役員。次条において 。)に関し、山梨県暴力団 条例( 22

年山梨県条例第35号)第 条第 号に規定する暴力団員等(次条において に 暴力団員等 という。)

であるか否かについて、警察 に し、情報の提供を めることがで る。 

 第 条第 項の許可をしようとする場合 

 条の規定による第 条第 項の許可の取消し又は利用の しくは をしようとする場合 

 

知事への情報提供  

第 条 警察 は、 条の規定により情報の提供を められた場合の か、その する情報によ

り第 条第 項の許可を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、

知事に し、その情報を提供することがで る。 

 

 

第 条 この条例の施行に関し な事項は、規 で定める。 
 
     
 この条例は、 年 月 日から施行する。 
    11年条例第34号  
  この条例は、 の日から施行する。 
    15年条例第38号  

 この条例は、 15年11月15日から施行する。 

 24年条例第26号  

施行 日  

 この条例は、 24年 月 日から施行する。 

山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例の に う経過 置  

25 第24条の規定による の山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例第 条第 項の規 

定は、施行日 に行 れる 条第 項の許可の申請について 用し、施行日 に行 れた第24条の

規定による の山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例第 条の許可の申請については、

なお の例による。 

 26年条例第79号  

施行 日  
 この条例は、 27年 月 日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
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山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規  
                                                         年山梨県規 第74号  

 

 

第 条 この規 は、山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例( 年山梨県条例第47号。

条例 という。)の施行に関し な事項を定めるものとする。 

 

利用の許可  

第 条 条例第 条第 項の規定により山梨県立富士ふれあいセンターの研修室又は実習室の利用の

許可を受けようとする者は、山梨県立富士ふれあいセンター利用許可申請書 第 号様式 を知事

に提 しなけれ ならない。 

 

利用 の 等  

第 条 条例第 条第 項の規定により山梨県立富士ふれあいセンターの研修室又は実習室の利用の

許可を受けた者( 利用者 という。)は、その利用の を しようとすると は、あらか

め山梨県立富士ふれあいセンター利用 承認申請書(第 号様式)を知事に提 し、その承認を

受けなけれ ならない。 

 利用者は、利用の取消しをしようとすると は、あらか めその を知事に け なけれ ならな

い。 

 

利用時  

第 条 山梨県立富士ふれあいセンターの利用時 は、 時から 時までとする。 

 知事は、 に があると認めると は、 項の利用時 を することがで る。 

 

  

この規 は、 年 月 日から施行する。 

 11年規 第50号  

この規 は、 の日から施行する。 

 24年規 第29号  

施行 日  

 この規 は、 24年 月 日から施行する。 

山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規 の に う経過 置  

 この規 の施行の に提 されているこの規 による の山梨県立富士ふれあいセンター
設置及び管理条例施行規 第 号様式による山梨県立富士ふれあいセンター利用許可申請書は、こ
の規 による の山梨県立富士ふれあいセンター設置及び管理条例施行規 第 号様式によ
る山梨県立富士ふれあいセンター利用許可申請書と なす。 
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